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令和４年９月３０日

保護者等各位

北海道美幌高等学校長 酒 井 徹 雄

校則改正のお知らせ

秋令の候 保護者等の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、本校では数年前から頭髪に関する校則改正について、生徒会執行部が中心となって議論を

進めてまいりました。

今回、頭髪基準ついて下記の通り校則を変更しますのでお知らせいたします。なお、校則改正に

つきましては、今後も改正の都度、保護者等の皆様にもご連絡いたしますので、ご理解とご協力を

お願いいたします。

記

１．現行の頭髪に関するルール（「生徒手帳 生徒心得 ３．頭髪に関する留意事項」）

［１］男子

（２）頭髪の加工

キ 特異な髪型は認めない。

例：モヒカン、左右非対称、２ブロック、バリカンアート、流行を追った髪型、その

他（面接時に違和感をきたすものは禁止）

［２］女子

（２）頭髪の加工

キ 特異な髪型は認めない。

例：モヒカン、左右非対称、２ブロック、バリカンアート、流行を追った髪型（姫カ

ット）、その他（面接時に違和感をきたすものは禁止）

２．新しい頭髪に関するルール ※男女共通とします

（２）頭髪の加工

キ 特異な髪型は認めない。

例：モヒカン、左右非対称、バリカンアート、流行を追った髪型（姫カット）、そ

の他（面接時に違和感をきたすものは禁止）

ク ツーブロックにおいて、横髪の刈り上げ部分が６㎜以上は可とするが、ラインを入れ

るなどの加工は不可とする。

ケ 「キ・ク」については生徒指導部が判断する

３．その他

…歴代の生徒会執行部が中心となって、全校生徒で議論を重ねてきました。その中で生徒達は

「場に応じた身だしなみを意識する」ことを大切にしてきました。

今回の改正を通して、「一人一人が場に応じた身だしなみができる力を身に付ける」一助と

するとともに、「自分一人の時、他に見えている人が誰も居ない場合でもそれを守る事が望

ましい価値観＝道徳（モラル）」を形成することを期待しています。


